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令和１年度事業報告書 

 
NPO法人ムーブメント  

Ⅰ 事業期間 

 平成31年4月1日～令和2年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

＜相談支援部門＞ 

管理者兼相談支援専門員1名、相談支援専門員2名、当事者相談員2名の体制で、天王寺区障がい者基幹相談支援

センター、指定特定相談支援、指定一般相談支援、障がい児相談支援事業を行った。2020 年 3 月末の計画相談にお

ける契約総数は障がい者 33 件、障がい児 3 件であった。身体障がい、精神障がい、及び身体と精神の重複の方の相

談が多く、障がい児に関しては自閉症スペクトラム等発達面での障がいのケースであった。 

区センター基幹相談支援業務については、ご本人やご家族、各事業所、区役所から各種相談を受け、対応させて頂

いた。また地域自立支援協議会の委員長および相談部会長をつとめ、区協議会の運営とその活性化に努めた。ただ、

3月開催であった本会、相談部会についてはコロナ情勢を鑑み、資料郵送による報告となった。 

 

＜介護派遣部門＞ 

管理者 1名、サービス提供責任者 3名、常勤ヘルパー13名及び登録ヘルパー35 名ほどの体制で地域の障がい者介

護支援を行った。平成 31 年度スタート時の利用者数は、身体障がい 27 名(男性 18 名、女性 9 名)、精神障が

い 1 名(男性)、児童(身体、知的)1 名(男児)の計 29 名の利用で総時間 4,395.5 時間(制度外含む)あった。居宅

介護から重度訪問介護への変更、契約解除、契約時間の変更等があり、令和元年度末には、身体障が 26 名

(男性 17 名、女 9 名)、児童(知的)1 名の計 27 名の利用となり総時間 4,782 時間(制度外含む)となっている。

現任研修や月1回のケース会議を積み重ね、ヘルパーの質の向上と利用者の状態の共有化等を行った。 

 

＜自立支援部門＞ 

2 名の身体障がい者（親元）の自立生活移行を支援した。また、地域移行プログラムと称して、府内の身体障害入

所施設 2ヵ所、市内の身体障がい者入所施設 2か所、障がい児入所施設 1ヶ所の外出支援を定期的に行った。うち 1

ヵ所は市内の関係団体と一緒に取り組んだ。また大学、他団体との協働で市内障がい者入所施設の入所者に対してア

ドボカシー（権利擁護）活動を行った。 

 

＜生活介護部門＞ 

管理者1名、専従生活支援員1名、生活支援員（基準満たす人員）の人員体制。利用者数は7名、全て男性の身体

障がい者であった。日々のプログラム内容を利用者自身で決めてもらい、各自取り組んでいただいた。利用者に生き

がいをもって時間を過ごして頂けるよう、創意工夫をしている。またインターンシップ大学生の受け入れを行ったり、

学生ボランティアに参加してもらう機会を設けた。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 （１）（事業名）  自立生活センター・ムーブメント 

    （内 容）  障がい者の主体的な生活の実現を支援するための相談支援、自立支援、地域移行、指定特定
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相談および指定一般相談、権利擁護、体験宿泊、地域移行プログラム、機関紙発行 

    （実施場所） NPO法人ムーブメント事務局 

    （実施日時） 平成31年４月1日～令和2年3月31日 

    （事業の対象者）大阪市在住の障がい者 

    （収 入）４，１４３，７３２円 

    （支 出）３，７４１，３１９円          

 

 （２）（事業名） ヘルプセンター・ムーブメント 

    （内 容）  障がい者の主体的な生活の実現を支援するための介護派遣、ヘルパーの育成 

    （実施場所） 利用者の指定場所 NPO法人ムーブメント事務所 

    （実施日時） 平成31年4月1日～令和2年3月31日 

    （事業の対象者）大阪市在住の障がい者、ヘルパー 

    （収 入）１７５，４６６，２２６円 

    （支 出）１２８，７５５，４５４円 

 

（３）（事業名）  生活介護・あくてぃぶ 

   （内 容）  障がい者の主体的な生活の実現を支援するためのプログラムを設定し、参加して頂く。 

手作りランチ、車椅子講習、外出レクリエーション、出店、アジア障がい者との交流など。 

   （実施場所） 生活介護・あくてぃぶ 

   （実施日時） 平成31年4月1日～令和2年3月31日 

   （事業の対象者）大阪市在住の区分3以上の障がい者 

   （収 入） ２７，６３８，３２１円  

   （支 出） ２１，８２７，３８２円      

 

2 大阪市からの受託事業 

 （１）（事業名）  天王寺区障がい者基幹相談支援センター事業 

    （内 容）  福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、権利擁護、専門機関等の

情報提供。障がい者虐待の通報届出受理、障がいを理由とする差別に関する相談、天王寺区

地域自立支援協議会の運営。 

（実施場所） NPO法人ムーブメント事務所  

（実施日時） 平成31年4月1日～令和2年3月31日 

（事業の対象者） 障がいのある方、そのご家族、事業所等 

（収 入）１３，７６５，０００円 

（支 出）１３，７６５，０００円 

 

Ⅳ 社員総会・理事会の開催状況 

 第8回通常 社員総会・理事会 

（日 時）  令和1年6月20日 16：00～18：00 

（場 所）  NPO法人ムーブメント  

（社員総数） 17名 
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（出席者数）10名（うち委任状出席者4名、書面表決者0名） 

（内 容）  第１号議案 平成30年度事業報告及び決算 

        第２号議案 平成31年度事業計画及び予算 

       以上、全員一致により承認。 


